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�　先週の理事会、例会と欠席しました。協議

事項報告通り了承され、ありがとうございま

す。

�　いよいよ家族会も近づいて参りました。親

睦委員会には大変ご苦労をお掛けいたします

が、宜しくお願いします。各奉仕団体にも案

内状を送付致しました。師走に向けて会員皆

様も大変忙しい事とは存じますが、ご協力の

ほどお願いします。

１）国際ロータリー第２５１０地区ＩＣ委員会より

５分で出来るウェブページの講習会の案内が

来ています。日時は１１月７日午後１４時～１６時、

場所は砂川市民交流センターです。参加希望

の方は幹事まで。

２）砂川ＲＣより１２月例会の案内が届いていま

す。

会報受領先

・・羽幌ＲＣ　　№１３７２号～№１３７９号

ゲスト　　　　留萌税務署長　廣末　勝幸様

�������　　　　　　　　　田中委員長

　関野年度最大の行事である年忘れ家族会の季

節となりました。皆様にはＦＡＸにてご案内を

いたしますが、１２月５日午後６時よりここ産業

会館にて開催いたします。ぜひ、ご家族揃って

御出席下さいます様ご案内いたします。
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�������　　　　　　　　　澤田委員長

「決議２３－３４」

　決議２３－３４とは、ロータリーの社会奉仕の指

針であり、社会奉仕の鉄則と言われる名文であ

ります。

　１９０７年、シカゴクラブがシカゴ市に公衆便所

を設置したのが、ロータリーの社会奉仕のはじ

まりであるが、その頃にはまだ社会奉仕の概念

も漠然としたものであった。しかし時が経つに

つれ、ロータリー内部で社会奉仕の考え方につ

いて、個人奉仕なのかクラブとしての奉仕なの

かの理論派と実行派との間に論争が起こり、理

論派と実行派との間に激しい対立が生じ、ロー

タリーの分裂の危機まで達した経過がある。

　しかしこの対立も、１９２３年のセントルイス大

会において決議３４号の社会奉仕に関する方針が

採択されるに及んで、氷解したといわれる。こ

の決議は、幾度か部分的訂正を経ながら、現在

もロータリーの社会奉仕の基本原則として引き

継がれている。

　その要旨は、「クラブとして社会奉仕のあり

方を説き、結論的にはクラブとしての社会奉仕

はそれ自身に目的があるというよりは、ロータ

リアンに奉仕をさせるための訓練と実習である

と考えるべきで、奉仕の主体はクラブよりはむ

しろロータリアン個人にある。クラブから奉仕

の意義や仕方を学んだロータリアンが、各々そ

の生活の分野で実力を発揮することの方が、

ロータリーの精神によりかなっている」という

長文であるが、クラブの役割、個人の役割を明

確に示した文章である。

・・２５年出席１００％表彰をいただきました　田中

先生よりＤＶＤをいただきました　写真いた

だきました　　　　　　　　　佐藤（潔）会員

・・笠原会員から写真いただきました　河部会員

・・写真いただきました　　　　　　　関野会長

　前　回　　５０１，０００円

　今　回　　　５，０００円

　累　計　　５０６，０００円
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　留萌税務署長　廣末　勝幸 様

　本日は、留萌ロータ

リークラブの皆様の前

でお話をさせていただ

く機会をいただき、あ

りがとうございます。

　今日は、「税務行政

のＩＴ化への取組」と題しまして、特に「国税

電子申告・納税システム（ｅ－Ｔａｘ）」について、

お話をさせていただきたいと思います。

　皆様ご存じのこととは思いますが、ｅ－Ｔａｘ 

とはどのようなものかということですが、ｅ－

Ｔａｘ は「ＩＴを活用して、申告・納税などを、

インターネットなどを利用して、自宅やオフィ

スあるいは税理士事務所から行えるようにする

システム」です。

　税務署や金融機関の窓口にいかなくても申

告・申請や納税の手続ができますので、時間な

どの制約を軽減でき、事務の簡素化、効率化に

つながると思っております。

　源泉所得税の毎月納付や消費税の中間申告・

納付など、利用回数や件数の多い手続には特に

便利です。

　また、ｅ－Ｔａｘ に対応した財務会計ソフトを

利用すると、会計処理や申告等のデータの作成

から提出までの一連の作業等を電子的に行える

ため、事務の省力化やペーパーレス化にもつな

がります。

　さらに、国税庁ホームページの「確定申告書

等作成コーナー」で作成した申告等データを、

ｅ－Ｔａｘ に引き継いで電子申告することもでき

ます。

　ｅ－Ｔａｘ で利用できる手続きは、

　�　所得税、法人税、消費税、酒税及び印紙

税等の申告

　�　すべての税目の納税
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　�　申告・届出等　　　　　です。

　現在、国税庁を始め国税局、税務署では ｅ－

Ｔａｘ の普及に重点的に取り組んでいますが、

その背景には次のようなことがあげられます。

　少子・高齢社会をはじめとする経済社会の変

化の中で、引き続き私たちが豊かな生活を実現

していくために、政府は、利用者・生活者の視

点に立って改革を進め、ＩＴの力を最大限に活

用することにより、国民の利便性の向上と行政

運営の簡素化、効率化、高度化及び透明性の向

上を図ることを目指しております。

　ＩＴの活用、高度情報化時代への対応は、企

業でも大きな課題となっていると思いますが、

政府にとっても大きな課題です。

　政府は「いつでも、どこでも、だれでも、Ｉ

Ｔの恩恵や利便性を実感できる社会」の構築を、

２１世紀の重要な国家目標の一つとして掲げてい

ます。

　その一環として、自宅やオフィスからイン

ターネットで様々な手続を行える「世界一便利

で効率的な電子政府」の早期実現を目指してお

ります。

　ｅ－Ｔａｘ は、このような電子政府構想に対応

するシステムとして、開発され、導入されたシ

ステムです。

　国税庁では、これまでも、ｅ－Ｔａｘ に先駆け

て、国税庁ホームページの「確定申告書等作成

コーナー」やタックスアンサーなどによりＩＴ

化に対応した利便性の向上を図ってきましたが、

ｅ－Ｔａｘ の普及により納税者サービスの一層の

拡充等を図っていくこととしています。

　税の分野は、電子政府になじみやすい重要な

分野のひとつであり、ｅ－Ｔａｘ の普及は、他の

行政及び民間部門の手続や仕事の電子化、電子

証明書の利用拡大、電子的な支払・決済などを

推進するといった波及効果も大きいと考えられ

ています。

　ｅ－Ｔａｘ は新しいシステムですので、当初は、

利用者に徐々に慣れていただき、普及していこ

うという方針でした。

　ところが、その後、電子政府の推進について、

平成１８年１月に政府全体で大きな動きがあり、

ＩＴ戦略本部で「ＩＴ新改革戦略」が策定され、

電子政府の推進のため、国、地方公共団体の主

要な手続について、平成２２年度までに５０％以上

のオンライン利用率を達成するという大きな目

標が設定されました。

　これは非常に高いハードルでありますが、国

税庁においては、電子政府推進の「牽引役」と

しての役割も期待されていること、また、すで

にシステムが出来上がっていることから、普及

推進を図っていくべきだと考え、昨年３月に、

国税関係手続の「オンライン利用促進のための

行動計画」を決定しました。

　平成２２年度のオンライン利用率が５０％以上と

なるように、各年度の目標利用率を定め、この

目標の達成に向けて、税理士会や関係民間団体

等に一層の協力要請を行いつつ、各種施策を強

力に推し進めていくこととしており、現在、国

税庁を挙げて、ｅ－Ｔａｘ の普及に、鋭意努力し

ているところです。

　それから一年、お陰様で ｅ－Ｔａｘ の利用件数

は、平成１６年度は約７万１千件でしたが、平成

１７年度には約２３万８千件、平成１８年度には約

２０３万５千件となっています。

　現在、利用率は平成１９年度の目標値であった

３％まで来たため、国税庁は、平成２０年度以降

の普及拡大を見据え、オンライン利用促進手続

の６０％以上を占める個人の方の確定申告での ｅ

－Ｔａｘ の利用を促進するための措置を、強力

に推し進めていくこととしています。

　平成１９年度の税制改正には、今後の ｅ－Ｔａｘ 

の普及のためにも重要な幾つかの新制度が盛り

込まれております。

　税の申告・納税は、個人のプライバシーや多

額のお金、財産にも関わるものであり、このよ

うな重要な行政手続をインターネットで安全か

つスムーズに行えるようにする必要があります。

　このため、ｅ－Ｔａｘ では、送信データの暗号

化に加えて、電子署名を行い、電子証明書の添

付を求めています。

　ｅ－Ｔａｘ を利用するに当たっては、利用者登

録に加えて、電子証明書を取得し、これをＩＣ

カードリーダライタで読み込み、申告情報とと
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もに送信していただく必要があり、これにより、

本人だけが安心して利用できるようになってい

ます。

　電子証明書の取得は、市町村の役場で、「電子

証明書付き住民基本台帳カード」（住基カード）

を取得するのが、最も安くて簡便な方法になっ

ております。

　これは、「電子政府のパスポート」として、

行政機関に対する電子申請や電子入札の利用の

際の、本人確認やデータの改ざん防止の機能を

果たしています。

　しかしながら、電子証明書の取得はまだなか

なか進んでおりません。

　例えば、国税庁のホームページの「確定申告

書等作成コーナー」を使って自宅で申告書を作

成し、郵送していただいている方についても、

ｅ－Ｔａｘ に移行するために電子証明書を取得し、

ＩＣカードリーダライタを購入するのは費用が

発生し、面倒だと考えていることが、普及を推

進していく上で、高い壁になっています。

　これに対して、平成１９年分、２０年分の所得税

について、電子証明書の普及を促進する措置と

して、「電子証明書を取得して電子申告をされ

た方」には、５，０００円の税額の控除・還付が実

施されることになりました。この税額控除は、

平成１９年分と２０年分のうち一回だけ使えるもの

ですが、この機会に電子証明書を取得し、電子

申告を行ってみようという納税者の方が多くな

るのではないかと思います。

　これについては、年末調整をされた方で税額

のある方は、同様に電子申告することにより、

５，０００円の税額控除を受けることができます。

　また、平成２０年１月以降は、電子申告におい

て、源泉徴収票や医療費の領収書などの一定の

第三者作成書類の、添付又は提示を省略できる

ようになりました。

　添付書類は、提出に代えて、その内容を明細

書に入力して、送信することになります。

　なお、添付を省略した書類については、入力

内容の確認のため、３年間は提出又は提示を求

めることがありますので、その期間は保存して

いただく必要があります。

　添付を省略できる書類は、給与所得の源泉徴

収票など７種類の書類です。

　このような税制改正の内容は、来年１月には

国税庁のホームページの「確定申告書等作成

コーナー」にも組み込まれることになっており、

一般の納税者の方には、この「確定申告書等作

成コーナー」を使った ｅ－Ｔａｘ の利用を、呼び

かけていく予定です。

　「確定申告書等作成コーナー」を利用していた

だくと、自動計算機能により簡単に申告データ

を作ることができますが、電子証明書とＩＣ

カードリーダライタがあれば、ここから簡単に

ｅ－Ｔａｘ での送信を行えるように、システムを

改善するとともに、使用方法のマニュアル等と

整え、ホームページ上にも掲載していく予定で

す。

　ｅ－Ｔａｘ は、平成１６年に導入され、多くの方

から改善を求める声が寄せられています。

　そのため、今までにも、ｅ－Ｔａｘ の利便性の

向上に向けて、様々な改善を行っております。

　平成１８年１月より、オンラインによる「 ｅ－Ｔ

ａｘ 」の開始届出手続が可能となったほか、平成

１８年１０月より、ｅ－Ｔａｘ ソフトを国税庁のホー

ムページからダウンロードできるようになりま

した。

　さらに、より ｅ－Ｔａｘ が利用しやすく、その

メリットを感じていただけるよう、所得税の確

定申告期における２４時間受付、電子申告を行っ

ていただいた方への早期還付などの施策を進め

ております。

　皆様は、事業の経営に携わっておられると思

いますが、税理士さんと相談され、所得税、法

人税や消費税の申告、法定調書の提出、電子納

税などに、是非 ｅ－Ｔａｘ を利用していただきた

く、よろしくお願いいたします。

　また、従業員の方にも、先ほど説明しました

税制改正のＰＲも併せ、ｅ－Ｔａｘ の利用をお薦

めいただきますよう、お願いいたします。

　なお、ご利用に当たって、ご不明の点があり

ましたら、遠慮なく税務署にお問い合わせいた

だきたいと思います。
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